
医療保険者による後期高齢者医療支援金の加算■減算  

＜加算・減算の方法＞  

①目標の達成状況の数値化   

○ 基となるデータ   
・健診データの把握率   

・保健指導の実施率  

・目標設定時と比べた内臓脂肪型肥満に起因する生活習慣病患者t予備群の減少率  

② 各医療保険者（政管等は各都道府県支部ごと）間の数値を比較し、高い保険者について   
は後期高齢者医療支援金の減算、低い保険者については加算を行う。  
医療保険者全体を通じた減算額と加算額は同額。   



高齢者の医療の確保に関する法律（粋）  

（特定健康診査等基本指針）  

第十八条厚生労働大臣は、特定健康診査（糖尿病その他の政令で定める生活習慣病に関する健康診査をいう。以下   
同じ。）及び特定保健指導（特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者として厚生労働省令で定   
めるものに対し、保健指導に関する専門的知識及び技術を有する者として厚生労働省令で定めるものが行う保健指   
導をいう。以下同じ。）の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針（以下「特定健康診査等基本指針」とい   

う。）を定めるものとする。  
2 特定健康診査等基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  

－ 特定健康診査及び特定保健指導（以下「特定健康診査等」という。）の実施方法に関する基本的な事項  
二 特定健康診査等の実施及びその成果に係る目標に関する基本的な事項  
三 前二号に掲げるもののほか、次条第一項に規定する特定健康診査等実施計画の作成に関する重要事  

項  

3 特定健康診査等基本指針は、健康増進法第九条第一項に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなけ   
ればならない。  

4 厚生労働大臣は、特定健康診査等基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関   
の長に協議するものとする。  

5 厚生労働大臣は、特定健康診査等基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとす   
る。  

（特定健康診査等実施計画）  

第十九条 保険者は、特定健康診査等基本指針に即して、五年ごとに、五年を一期として、特定健康診査等の実施に   
関する計画（以下「特定健康診査等実施計画」という。）を定めるものとする。  

2 特定健康診査等実施計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。  
一 特定健康診査等の具体的な実施方法に関する事項  
二 特定健康診査等の実施及びその成果に関する具体的な目標  

前二号に掲げるもののほか、特定健康診査等の適切かつ有効な実施のために必要な事項  
3 保険者は、特定健康診査等実施計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。  
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（特定健康診査）  

第二十条保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、四十歳以上の加入者に   
対し、特定健康診査を行うものとする。ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明す   
る書面の提出を受けたとき、又は第二十六条第二項の規定により特定健康診査に関する記録の送付を受けたときは、   
この限りでない。   

（他の法令に基づく健康診断との関係）  

第二十一条 保険者は、加入者が、労働安全衛生法（昭和四十七年法律第五十七号）その他の法令に基づき行われる   
特定健康診査に相当する健康診断を受けた場合又は受けることができる場合は、厚生労働省令で定めるところにより、   

前条の特定健康診査の全部又は一部を行ったものとする。  
2 労働安全衛生法第二条第三号に規定する事業者その他の法令に基づき特定健康診査に相当する健康診断を実施   

する責務を有する者（以下「事業者等」という。）は、当該健康診断の実施を保険者に対し委託することができる。この場   
合において、委託をしようとする事業者等は、その健康診断の実施に必要な責用を保険者に支払わなければならない。   

（特定健康診査に関する記録の保存）  

第二十二条 保険者は、第二十条の規定により特定健康診査を行ったときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該   
特定健康診査に関する記録を保存しなければならない。同条ただし書の規定により特定健康診査の結果を証明する書   
面の提出若しくは特定健康診査に関する記録の送付を受けた場合又は第二十七条第三項の規定により特定健康診   

査若しくは健康診断に関する記録の写しの提供を受けた場合においても、同様とする。   

（特定健康診査の結果の通知）  

第二十三条 保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、特定健康診査を受けた加入者に対し、当該特定健康診査   
の結果を通知しなければならない。第二十六条第二項の規定により、特定健康診査に関する記録の送付を受けた場   
合においても、同様とする。  
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（特定保健指導）  

第二十四条保険者は、特定健康診査等実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、特定保健指導を行う   
ものとする。   

（特定保健指導に関する記録の保存）  

第二十五条 保険者は、前条の規定により特定保健指導を行ったときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定   
保健指導に関する記録を保存しなければならない。次条第二項の規定により特定保健指導に関する記録の送付を受   

けた場合又は第二十七条第三項の規定により特定保健指導に関する記録の写しの提供を受けた場合においても、同   

様とする。  

（概算後期高齢者支援金）  

第百二十条 前条第一項の概算後期高齢者支援金の額は、当該年度におけるすべての後期高齢者医療広域連合の保   
険納付対象額の見込額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した当該年度におけるすべての保険者に係   

る加入者の見込総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該年度における当該保険者に   
係る加入者の見込数を乗じて得た額に、概算後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額とする。  

2 前項の概算後期高齢者支援金調整率は、第十八条第二項第二号及び第十九条第二項第二号に掲げる事項につい   
ての達成状況、保険者に係る加入者の見込数等を勘案し、百分の九十から百分の百十の範囲内で政令で定めるとこ   

ろにより算定する。   

（確定後期高齢者支援金）  

貫首二十一条第百十九条第一項の確定後期高齢者支援金の額は、前々年度におけるすべての後期高齢者医療広域   
連合の保険納付対象額の総額を厚生労働省令で定めるところにより算定した前々年度におけるすべての保険者に係   

る加入者の総数で除して得た額に、厚生労働省令で定めるところにより算定した前々年度における当該保険者に係る   
加入者の数を衰じて得た額に、確定後期高齢者支援金調整率を乗じて得た額とする。  

2前項の確定後期高齢者支援金調整率は、第十八条第二項第二号及び第十九条第二項第二号に掲げる事項につい   
ての達成状況、保険者に係る加入者の数等を勘案し、百分の九十から百分の百十の範囲内で政令で定めるところによ   

り算定する。  
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個人情報の保護に関する規定  

◎健康保険法＿（．20年4月施行散漫）＿   

（秘密保持義務）  

第百九十九条のこ保険者の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、健康保険事業に関して織務上知り得た   
秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。  

第二百七条の二第百九十九条のこの規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金   
に処する。  

尋国民健康保険法（20年旦月施行鞄分．）．   

第百二十条の二保険者の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者が、正当な理由なしに、国民健康保険事業に   
関して職務上知得した秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する   

◎高齢者の医療の確保に関する法律（20年4月施行）  

（秘密保持義務）  

第三十条 第二十八条の規定により保険者から特定健康診査等の実施の委託を受けた者（その者が法人である場合   

にあっては、その役員）若しくはその職員又はこれらの者であった者は、その実施に関して知り得た個人の秘密を正   

当な理由がなく漏らしてはならない。  

第雷六十七条 第三十条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。  

2（略）  

（注：各保険者は、健保法等により守秘義務違反の罰則が規定されていることから、高齢者医療法では、委託を受けて   
健診等を行う者のみを対象としている。）  
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医療保険者に対する公責助成  

●国民健康保険法（平成20年4月施行分）（関連規定のみ抜粋）  

第七十二条の五 国及び都道府県は、政令の定めるところI  
l一恵＋l   音曲ム車．′Tヽr岩ざ．鹿′Tヽ地ノ【コl＿日日．4－・Zさ＋騰世－ l－d乙′h＋Rl：±  

より、市町村  ヽ■＿  

に対し  〟 ヽl司  
－ ＿  

八十六  おいて「  

ち政   で定  めるものの  

●健康保険法（平成20年4月施行部分）（関連規定のみ抜粋）  

第百五十四条の二 国庫は、第百五十一条及び前二条l  － 規定する車用の  ヽ   

嘩か、予算の範囲内において、健康保険事業の執行に要する責用のうち、  
特定健康診査等の実施に要する費用の一部を補助する  とができる。  
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＜現行＞  
＜改正後（平成20年度より）＞  

老人保健法の  

目的や趣旨を  

踏襲しつつ、  

それを発展させ  

るものとして、  
「高齢者の医療  

の確保に関する  

法律」へと改正   

老人保健法  
高齢者の医療の確保に関する法律  

高齢者に対する医療給付  高齢者に対する医療給付  

〔老人拠出金制度等〕  〔 

後期高齢者医療制度  

前期高齢者医療財政調整  
医療費適正化の推進  

市町村による健診等の  

保健事業  

L公費による助成  

市町村等医療保険者による生活  
習慣病健診・保健指導の義務化  

t公差讐望票諾者も対象  

連
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に
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を
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進
舶
 
 
 

こ連携を担保  法的に  

国民の健康増進に関する  

基本方針等の作成  

！市町村による生活習慣相  要 談等の実施   

現在実施されて  

いる各種事業を  

健康増進法等に  

より漏れなく継続  

して実施  

国民の健康増進に関する  

基本方針等の作成   

市町村による生活習慣相  
談や生活習慣病以外の  

健診等の実施  

健康増進法等  健康増進法等  



③  平均在院日数の短縮に向けた  
取組の推進について  
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入院・入院外別にみた医科1人当たり医療費の状況  
～平成15年度老人医療費～  

1人当たり医療費（医科分）  
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退院患者の平均在院日数と1人当たり老人医療糞（入院）の相関  
（円）  
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資料出所：厚生労働省大臣官房統計情報部「患者調査」、厚生労働省保険局「老人医療事業年報1（平成15年）  
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平均在院日数と1人当たり老人医療責（入院）の相関  
（円）  
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資料出所個晩局調査課調べ（厚生労働省大臣官房統計情報部「平助5年病院報告」、厚生労働省保険局「老人医療事業年報」（平成15年厨より作成）  
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病床別に見た全国平均と長野県の平均在院日数の比較  

（平成16（2004）年）  

全病床  

叫般病床  

療養病床  

精神病床  

＿■  ■■■ ■■ 1UU  200  3UU  400  

平均在院日数  

出典：平成16（2004）年病院報告  54   




